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年少非行に関する研究(第 3報}、

I 年少児童の殺人事例(2 ) 

<一般研究>
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E 臨床事例研究対象;ι '，，"， 

乙れまでに調査することのできた年少児によ毒殺人，

殺人未遂，傷害致死の事例ァ 23例，， 22人111ぞ検討じてい

くと，つぎのとおり，四つの典型IC分けられた。

I 肉親に対喧てる殺害・殺d人宋遂事例・.，...6伊1

2 幼ない女児IC対する殺害事例 u ・4例

3 不満のは砂ロを求めた行きずりの人IC対する殺害

・殺人未遂事例ー "'5凋ZE場入) ヘ

4 女児による殺害事例…・・2伊j

5 その他 〆'，¥.λvJc、 r J 

1 )知人とのけんかによる殺害・致死事例刈ρ5{l)J 

2:)・親じい老婦人民対する殺害事例ーー 1例 } 

ζれら白うち， 5 -1)知人との欣A;かによ畠殺害・

致死事例をみると，警察署がι児童相談所作の通告では

殺人文は殺人未遂として送致されている事例もみられた

が，しかし 5例とも，殺意が鳴いが交は殺意の存在がき

わめてうすく，むしろ傷害致死と思われるものであった。

また，これらの児童は，福祉的処遇を通じてきわめて予

後が良好である場合が多かっ1た。，

乙のため， ζれらの事例に共通の特徴が多、くみられ持

事例が1の中IC含まれているため， 5 -1)の事例は対

象から除外した。

したがって. }-4の中からさらに臨床事例研究の必

要性四高いものを抽出Lた。そして現実惇調査が可能と

な今た事例ほ，つぎの10例であった。 山 、1

1ご肉親は対する殺害・殺人未遂事例 ト 、η う

111ι 母IC暴力をふるう父への憎悪が昂巳，父を殺害

した12歳男児由事例、 む♂ 3 む~' ;" 

121干渉しはじめた母を拒否し宅殺害、じようとιた

ー13歳男児の事例 :"':-:'i ・ノ¥3(，ぺ

研究の目的

本研究は， 14歳未満の児童に主る殺人，殺人未遂，傷

害致死事例i足ついで，その問題を解明C;'発生予防のあ

り方を考える、一助とす<>どとを目的としてすすめ忘れて

いる。昨年度の報告においては，これらの事例を集積，

分析じ，心、理学的，社会学的並'1:>IC児童福祉由観点から

検討を加えた。今回報告をする内容は， ζれらの事例の

中から，ぎ事例の類型と特徴について検討し，それぞ引

の類型毎IC調査の可能な事例を選択し，臨床事例研究を

行なったものである。

臨床事例研究は~ .:~く:'1<:つぎのような視点ピ基ヴいて
いる。 、 ¥ 

まず，事例とは元来広ド意味での SoeiaI-'Workの対

象単位であるが，本研究が取り扱った事例は，児童cそ

の周辺状況の全般を示すものである、。そζでほ，各事例

申個別性と独自佐が尊重されるのであるが，殺人傷害

致死等に至つだ児童を理解するために，臨床的には個と

しての児童それぞれの個別性，独自性を追求し，毛:φ事

例性 'CCasene盟、〉の中がら知見を得ょうとしたぢのを

ある。と抗は，臨床心理学上の視点であるとともに，福

祉を考える時の個の尊重でもある。、

本研究ではさらに， ζれら由事例を通じて，殺』よ，殺

人未遂，傷害致死のみられる児童を考察する中で，何ら

か由帰納的類型化を試みた。

以上の視点を総称ιて，臨床事例研究と名づけたもの

である。
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(3) 兄へ白反抗と敵意から傷害ιより死に至らしめ

た13歳男児の事例

(4) 生後1カ月由弟を母の留守の悶に自宅から遮れ

出し川(側溝〉へ投げ落し死に至らしめた 4歳男

児の事例

2. 幼ない女児応対する殺害事例

(1)学童女児K遊びを拒まれ殺害した13歳男児の事

例

(2) 幼女との遊びを親に知られるζとをおそれその

幼女を殺害遺棄した13歳男児の事例

3 不満のはけ口を求めた行きずりの人応対する殺害

事例

(1)母IC対する悪感情のはけ口に行きずり白老婦人

を殺害しようとした13歳男児の事例

(2) 家族に対する悪感情のはげ口に行きずりの児童

を殺害しようとした12歳男児の事例

4. 女児ICよる殺害事例

(1)叔父の暴力から家族をかばおうとして，叔父を

殺害した13歳女児の事例

(2) 抑圧された感情に起因ιτ乳児を殺害した9歳

女児の事例

皿 臨床事例研究の手続き

以上の10例について，つぎの方法及び手続きにより，

臨床事例研究を行なった。

1 該当事例の児童記録菜等関連資料の調査・分析

2 該当事例の担当者，関係者へのインタービュー

3 該当事例の関連報道資料，文献の調査・分析

IV 臨床事例研究の結果

事例の特殊性を考慮し， 10例の研究資料の全容を示す

ζとはできないので，その概要についてまとめたも由が

表 1である。

V 考 察

1. 肉親に対する殺害・殺人未遂事例

今回の事例研究を通じてこの事例に該当するケースは

6例みられた。 ζ白うち臨床事例調査研究D対象として

抽出した事例は，実父殺害，実母殺害未遂の各1例，き

ょうだい殺害の2例，計4伊jである。

1 )実の親応対する殺害

成人，青少年(14歳以上)の尊属殺人については，犯
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罪学，犯昇心理学，精神医学的に従来から比較的多くの

研究がある。尊属殺人にみられる傾向としては，父親殺

しの場合には，加害者よりも被害者である父親の側に負

因(大酒，暴力，虐待，性格異常など)白みられる梅合

が多く，加害者は本人のみならず家族員の苦悩や危難か

ら逃れようとじ:t'，緊急避難や正当防衛的な行為として，

父親殺害K至るととが多い。いわゆる暴君殺人(tyra-

nnicide)と呼ばれるものである。一方，母親殺しの場

合には，加害者の側IC心身両面にわたる負因か大きく，

被害者である母親白側に帰国する問題liむしろ少ない場

合が多い。

また尊属殺人の加害者の性別をみると，一般に犯罪の

発生率は男性が女性よりもきわめて高いが，殺人におい

ては，女性において一般白犯罪発生率よりも高い傾向が

あり，とく ι女性が加害者となった殺人では，被害者に

肉親の占める割合が非常に高くなっているのがわが国の
(2) 

特徴である。

今回の調査研究において， 14歳未満の児童もまた，乙

のような尊属殺人を行い得るζと，その内容も，成人や

14歳以上の少年と同じような傾向がみられるζと，など

が明らかになった。

事例 1(母K暴力をふるう父への僧惑が昂じ，父を殺

害した12歳男児白事例)は，と由事件の遠因，近因なら

びに本児自殺害への動機をみても，母に暴力をふるう父

に対する tyrannicideの典型伊jであるように恩われる。

ζのような行為にみずから直接向かうことが， 12歳児の

心理的な機制や，身体的，体力的側面からもあり得ると

とをとの事例は教えている。

本児は，その行為に至った背景や動機が明確であり，

他者からの同情も得やすい。また，全く類似白状況に至

らぬ限りは，今後，その他申非行行為や，今回の事件と

同じような行為は生じ得ず，予後も良好であるうと判断

される。しかし，実の父への殺意が生じていた己とにつ

いては否定できないものがある。本児の父IC対する同一

化は不可能であったとも思えるのであるが， 12歳時にζ

のような行為がなされた乙とについて，今後本児みずか

ら苦悩する時期がくる乙とも考えられる。母から白独立，

社会人として由自立の過程での課題が残されているよう

に恩われた。

なお， 4の事例 1(叔父の暴力から家族をかばおうと

して，叔父を殺害した13歳女児の事例〉も，上記事例と

共通な傾向が多くみられるが，女児による殺害事例とし

て， 4ー(1)でふれるとととした。

次IC，事例 2(干渉しはじめた母を拒否して殺害しよ

うとした13歳男児の事例)は，男児による実母に対する



生育鹿及び家庭環境、

自宅近くの路上において，頭体児は7ムっ子であるが，出|陣度ぴ重なる父の暴カKζより母I2ケ月間の一時保護

=!~を剖叫号
るう実父iにζ対し，乱暴をや険均から母は本児を盲目的!とlM児が父から逃れて野宿す|導となるρ

め寺;ttJ?とLたがおさまら|保護しv曹長τた。，，3歳頃ますトるなど，母と子が追いつめらl転居(中学校も転紛

ないた冷，自芳か男持ち出しドヰ父あ本児K拒否問ではなか仲た状況が続くうちに，本児|後一応落F郡山状態

峨 5ヶ月|た包7でp 実父の布胸時突ド杭その後は自分φ子でF父に対する憎悪抗うじて|同り，とくに問題

男性 |き刺し紬させ酢芸らゆ貯ないと父が母明め暴力を除人にまで及んだ急性桁。|ゆられな川

|た。 、、 降るうようになってからは父↑ | ミ
〈実父) r-- r-'=，~，- ::， ，'， <"'-'1 1 

目 : IIC敵意・憎しみを抱馬主引巴

|なった。逆に母は過度に本児

を可愛がりν二人匂関係は非

憶に密着したものにな、ってい

tた 。"I 
EEロうるさ く時 する 母に 問問 曽祖 母時 て吋 能は 献が ，学 業は全く14保誕の後教護院

い不満をもっていた本児はJ小学4年φ時バ両親隊婚。母|不振る極端な甘舟かしと厳格|大所。無断外出後行

陶酔の母斉捜い，ナイフでと5i'.e同居後・常時兄と比較|の雨量叫宵ち，現出是認識|方不明のまま退所。に

友腹部等1ケ'.P.!i院通院加療19され母から認められるEとがド欠けるかど，民裁の発育が|帰害後しばらくしで

日間側蜘負わせたι~ ド!.>t~，:ò~~たイ州艇近所|未熟でγ社会補応を起月|νント:吸引で補導
37歳10ヶ月卜 l 、 川 ドE住，ù賀祖母時~め持。乙れド FZ??でいた。本児φ母IC対I されt._，家庭裁判所。
女 性 I ，1までspも窃海舟性:IC対す:る異陣争雰とえ憎しみの葛廃の中で|審判により初等少年

(実母) 1 除存関心.犯罪計画ノートを悔した衝動的攻撃行動。 I院入院

τ県号ls.ど多く76?問題行動が
認められ少主主佼Tも被害事担当

、 隊師.ICよる錆:導が行われてい

，川れ|た。l べ!了

. ，.1自宅で1資段から品淳り仲の良|本児はやや自己中心的なとこ附別な性格の偏侍さは認めら|教護院入所

"く1なかった兄と金銭上φ完とわはあるが，友人関係，学自華料ないが・へ欲求不楕耐性や怒l'早所後'.'.:現在ます同

でR論と t~:り，兄!号何聞あ殴陣織も卑く，性格ほ温順守両lりに対す:5，統制力φ低さか叫l寸職場院長年期めそ

「処遇及びそ由後

の経過・予後
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打され，さらに現金も取り上親は子どもに対Lては無関心 兄との葛藤の解消をはかるた の間結婚して幸せに
1 -(31 

げられたことから，単におど -放任で，親子の対話に乏し めに，ある程度意図的に選択 生活している。
13歳9ヶ月

傷害致死
15歳3ヶ月

かす窓1味で父の合口(刃渡り u、。 された行為である。
男児 男 性

〈実兄〉
15岨〉をもって胸を刺して傷 特に父親は酒乱の傾向があり

容を与え，死IC至らしめた。 自分本位に怒鳴ったりする反

面，兄には期待，偏愛し，他

の子供述からは反発をかつて

いた。

母が留守の問IC，生後1ヶ月 4人兄弟の第 1子，父は感情 本児5歳3ヶ月時の IQ54。 養護施設入所。

の弟を抱きかかえて自宅から に走りやすい函があり，族K 自分勝手な行動が目立ち，注 退所後も学校・家庭

外に連れ出し，自宅わきの川 は無関心。母は軽度の精神遅 意や興味も長続きせず糧暴。 での不適応が認めら

1 -(41 〈側鴻)に投げ落し(?)死 滞が推測され，子どもに対す 続の養育IC期待できないため れた。再び入所し餐

4歳6ヶ月
殺 人

。歳1ヶ月 に至らしめた。 る監護能力は著しく不足して 柑薄施設λ所を考えるが親は 護施設から援護学佼

男児 男 児 いる。本児は幼児期にひきつ 反対する。その後，火遊びか に通学し， 1年聞の

(実弟) け，夜尿， ζとばの遅れ等が ら自宅を全焼させてしまう事 指導の後就職してい

あり，事の善悪の判断力や衝 件を起こす。 る。

動の自己コントロールにも欠

けている面があった。

近所の路上で，以前から顔な 3人兄弟の未っ子。 2人の兄 児謹相談所は即時家

じみの少女を呼び止め，暗い は祖父母などに可愛がられて 不 日月 庭裁判所に送致し，

倉庫の中で遊ぼうとしたが， いたが，本児だけは放任され， 少年鑑別所で調査を

途中で少女が恐くなり「帰るJいつも黙って見て育ってきた 受けた後，初等少年

と言いだしたために憤激し， 家庭内の決定棋は祖母にある 院に入院。

2-(1) 両手で少女白頭部を強くしめ ため，母との葛藤は非常に強 そ白後の状況は不明

13歳11ヶ月 殺 人 9 歳 て死IC至らしめた。 く，反面父は祖母に追従的。 であったが， 21歳の

E 男児 女 児 本児は 2人白兄からよく叱ら 時行きずりの女性を

幼
れたり怒られたりしたので， 車IJして即死させ，現

な 2人由乙とを嫌っていた。事 在服役中。

し、 件前にも女子のスカートを隠
女

すなど，性的ないたずらが10児
に 回以上あった。
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殺人及び

死体遺棄

、豆、

殺人未遂

殺人未遂

下校後外出しようとした時.1父は，母1<:不満を持ち，本児両親の不和や本児の学業不振.1教護院λ所。

6歳の少女1<:まとわりつかれ|の成績が上がらないととや病劣等感が高まった状況のもと|退所後，職業訓練校

土手で遊んでいるうちに，制弱である乙となどを取り上げで，自分にまとわりっき邪魔|を経て工員として就

い子と遊ぷEとを禁じられ寸てはいつも母と本児に辛く当!立てをした幼児への怒りとと|職，その後転職した

いた父に叱られることを恐判っていた。そ白ため，本児はlもに，幼児との遊びゃ性的な|が落着いている。

6歳3ヶ月|両手で頭部をしめて窒息させ;1幼い頃から父の怒声におびえいたずら均三父に知られた時の|家庭も事件後，父母

女児|そ白まま川へ遺棄した。

〆

父に対する恐れの気持がきわ隙い恐れが引き金になった。|共に責任を痛感し，

めて強かった。 1 1改善に努め良好な経

母はとのような父に不満を持1 1 過をたどっている。

ちながらも，手だてはうてな

が':"-'f:_。円 1

路土をたまたま通行中の老女父は酒託癖があり夫婦の抗争家庭内は常に抗争や混乱が絶l教議院入所。

| 、 |をj背後M近寄り，切出馬 !ls絶えず2年前K離婚。本児院とた。本児は知的な遅|断俊，親類白家に

ン入 1ナイ:フセ接部を刺Lて巡り寸官。父にあずけJられたがjそのれは見ちれなhが，自己中心|往込就験。

Ir勉強ほ郎、だじ，友達iと烏鹿伺家加を数回くり返Lたため怖セ感情の抑制カit乏Lく.1
65 歳 Ikされ与ので少年院でも行主詑障が母のもと化ひきとられ随藤状況比対Lては他者を攻

女 性 |だ方がまじ出と笹梁セ申述。 Q:~ 母ぼ温和台はあるがやや撃する己とによみて箇己ゐ安 J ，;

日 低知の傾向も疑正，本況に対定をはかる沿うとするなど，短

iする援などiとは適切さを欠b陥的，衝動的な行動傾向が顕

Iをい士五 ハ」 、山イ著である。

・団地自エレベータ内に於て実父は事件当時アルコール中継母る期待に応Zζ瓦示~1:. 1 家雇議詞扇吾妻両記
幼稚国児』ζ対l.ナイフ i悌毒ゼ入院司中同セあつ記込ぶ実母iとととム5 継母の愛情が練繍;にζ傾いて寸l己よど内l勺り教襲院入所。
全治3週問を要する傷害をば離婚し王光こ'ftめ正f一本児脳i治歳

与えた. I~ ウゲ式泊rの時がちt紙陸旺ill母紛まおl怯と育ぜi込=-ι-Jルレ中達濠zがすすみ家庭内カ州~I，:主とゐ向目峰皇が改書きれ
.本事件よvsケ月前，ピ 4れている。継母ば気:j，'i張く感荒れてL、たtJt:の諸要菌の叶ヰどいなb、元め〉父方

4歳6ヶ月I10階の廊下IC於ゼ.11歳の情由起伏、が激L，(、だめJ本児ゼミ:本児のうよ窟じた攻撃街|わ親類ICあず砂らうれ

女児| 少女化対じ，ナイスiピ?夕 、の折合が惑と，主主兇とLて動ゐ爆発とじてと、ちえられる。!ぉ，'o.... ド 九

.~:t省主用い..頭部等を刺し ほ滋だけが可愛L、がられセいf万六j 民会正九

10日聞の刺傷を与えてしたJると感じていた。当時，転校

したばかりで学校の友達はほ

とんどいない。
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議

飲酒の上帰宅してきた叔父州ICI叔父は犯罪歴が多く，粗暴で本児は，劣等感が強く，感情 一時保護(1カ月間〉

同居の義兄 (24歳)IC対L 酒を飲むと置暴をくり返すな・思考由柔軟性に欠けるなど の後児童福祉苛指導。

由もなく乱暴をしているの ど，家族のほとんどから拒否自我発逮が未熟な函はあるが 家族の転居IC伴い，

4 -(1) 
立腹して，台所から包丁をされていた。特に本児は，下家庭環境が複雑な上，刺殺K 本児も転校し，中学

とり出して叔父の心臓部をー者を破られたり，卑わいな話 至るまで由背景は他者から同 卒業後は一時就験し
13歳11ヶ月 殺 人 46 歳

突きし，出血多量ICより死亡 しをされるなどから，叔父を 情される余地があった。 たが，家庭白都合に
女児 男性

させた。 忌み嫌い，避ける傾向が強か より就労をやめ，家
W 

った。 事手伝いをしている
女 同居の義兄に対しては好意的
児

な感情があった。
IC 
よ 同じ共同住宅内にある被害者 夫婦関係は特に問題はない。 母親はじめ家族との基本的信 通所指導。
る

宅ICベランダから侵入L.ベ本児は家庭では母の冷たい言頼関係がもてないために，普 継続の指導が難しし
殺害 ァトで寝ていた赤ちゃんをと 動を受け，姉と常に比較され，段抑えられていた不満や攻撃 母子関係の基本的構

事 4-(2) りあげ激居に頭部をぶつけ， 不満，不充足感が強かったよ 性が乳児という自分より弱い 造は変らないままに

例 19歳5ヶ月 殺 人 。歳2ヶ月 さ告に乳児の上IC乗って，躍 うである。幼い頃から近所の 愛すべき対象IC向けられた。 終了した。

女児 男 児 蓋内出血，内臓破裂により耳 子や姉を泣かせたり，いたず その後本児は明るく

亡させた。 らをして母Kよく叱られたカえ なり，友達もでき，

母IC対する強情や間接的な反 楽しく通学している。

抗がみられた。

l
H
8
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殺人未遂の事例である。

ととろで，尊属殺シへのうち，母が被害者となる例は，

父のそれよりも非常に少ない乙とは，少年における場合

も同様である(3しとの乙吉はど上述のように母の側に負

因が少ないζ 正と関連していると恩われるのであ、るが;

さらに他の側面からも考えるべきととがあ右ζとを己の

事例は示唆じている。

本児の場合は，母を殺そうとしなければならなかった

背景，動機づけは，表層的には明確ではない。'.ljしろ深

層心理においで，過去における母性欠亡がもたιす，母

刊の過剰要求由結果現実克服ど現実遊離の葛藤由過程の

中で，窃盗行為やその後の犯罪計蘭なと、とともに，やや

病理的な非行過程として，必死の決意で行われたのでは

ないかと考えられる。本児にとっては.母を殺害するこ

とは現実には不可能であったし，実際の行為においても，

無意識のうちに致命傷を負わせる己とへの強い抑制が働

いていた。 ζの事件によっτ，本児は一層自己の現実克

服を困難にさせていく過程がみられた。他の殺人事例と

はやや異なり，本事例は高次非行性陪基づくiものである

と考えられるのであるが，ヘ母が被害者となった噂腐殺人

の事例目多く(と同じく，モの予後司王見通しも明る 4ない

ものであった。

いずれにじでも児童による母親を殺害Lょうと，す石行

為1<:は，児童の側のきわめて特異な負図が働かない限り，
(4) 

は〆強い抑制が働ζ白宅はない7J).-，と考えられる十，

2)きょうだい応対する殺害

今回の事例研究では，女児によるきょう、だい殺人の事

例はみられなかったが，実態的にも女児によるそれは昔、
(2) 

わめて少数のようである b その多くは，男児のきょう

だいによるはげしい喧嘩，角逐，一対抗J怨恨，せつがん

などからもたらされた結果である。

事例3(兄への反抗と敵意から傷害により死"至らじ

めた13歳男児の事例}は， Cのような男のきょラだいに

よる殺害事例の典型といえるちのである。父親の放任的

態度とともに，中学生の 2人の兄弟聞に強まるはげじい

葛藤がきわまる中:e'.弟白憎悪をとめた脅迫的7よ行為が

兄を死1<:至らじめる結果となった。とのような事件の可

能性は，むこにとりあげなかった事例を含めで考慮じて

も14歳未満の児童において十分にあり得る乙とである。

本児は，殺意をもっていなかうただけに，毛の後申動揺

反省も強L 家族の立ち直りもあって，予後は良好であ

った。

きょうだわ間の事件に限らず，程度の差はあれ憎悪.

怨恨，.'対抗ゆなどから殺意なく行われた事例Eおいては，

予後は良好である場合が多く，いわゆる非行児童にみら

れる諸特徴主はやや異質のものがあ石と考えられる。

事例'4'.(生後 1カ月の弟を母の留守の間1<:自宅か

ら連れ出じ川(側溝〉ぺ投げ落L死に至告 しめた4歳男

児の事例)は，きょうだいに対する殺害四例とじでとり

あげると主もに，むじろ今回の調査研究事例の中でほ最

年少の事例とじても研究の対象とιτ関心白向けられ記

事例である。

じかしながI?本見の行為は，新生児の弟を何故，知

何にして家の外1<:遥れ出1:;;6'メートル下の側溝ヘ落じ

たかについτは，リ十分に明"'かにする己とばでき芯かっ

たσ関係者の中民ほ，本児白母1<:対する欲求不満感情か

古;-本児白知能白低さ，衝動的傾向と重なって，あえて

投げ落すという行為に至ったのではないがとの推論も存

在じたv本児白その後の発逮，適応ょの数々の問題はy

当時4歳の本児が，弟を身内と ιで処するよりも正適切

な配慮もなく，新生児を運び出し，高台から過って落し

てLまっ廷の'O'lまないかとv、告推論屯成り立たせる中本

事件が過失致死か，傷害致死か，殺人〈死体遺棄}かな

どを判断字るE とは不可能であり γ そのため，~'. ;4歳時点

民おける行為の動機や"殺害の可能性などを十分検討すう

る己とはできなかった。

f 幼ない女児に対する殺害事例 ¥ャ J

'茸ジ1>児lとよる殺人の事例の中で，幼ない女児に対才る

殺害は;ひとつの典型企じτ位置づけられるよ唱に恩わ

れる。己申種の事例がマスrコミなどによって報じ石れる

場合，加害児の性的関心の強さが指摘されるζ主が多い。

確かに思春期以降由男児にまる己の種目事件IC至る背景

には，女且へ自性的いたずらが伴う乙とは否定できない

場合もある。 uかじ，心理的1<:.'，体力的1<:脅威を及ぼじ

得る女児に対しで，男児が如何なる動機かι，乙の種白

殺害行為1<:至るのかは，今日まだ解明されてはいない。、

単に性的な関必全，体力的に優位な立場か古由"<>!{;ユ殺意

にまで至る心理機制を説明するζ とはでき!な制。，;;

今回目調査研究では，ι例のうち13歳の男児に止母で

びき起Eされた2事例をとりあげ石1:8がで岩た。、事例

f:(学童女児1<:遊びを拒まれ殺害した13歳男児の事例〉

は，家族内で孤立感をもち，とくに幼少期から男性像が

dうす<~'自己充実感由経験の乏しかウた男児がよ女性に

対する敵意を育4み"かなーりの確信をもhて9歳の女児

を殺害じたも白である。，.本児は，初等少年院にλ院l;た

が本事件の8年後21歳の時に再び若い女性を殺害じτい

る4 ヘド J

事例2.(幼女占の遊びを親に知られるととを岩それそ

の幼女を殺害遺棄した13歳男児の事例〉はぷ極度陪厳格
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な父におびえつづけた本児が，その父の叱資，威圧をお

それて6成田女児を殺害し，川K投げ棄てたものである。

Lかし，本事例では，両親の反省が強く，その予後はほ

ぼ良好な経過をたどった。

Eれらの事例に共通しているも由は，父親へ由同一化

にヨまずき，父性が欠亡した環境の中で思春期を迎え，

正常で健全な女性像が確立されないまま，女性を敵意・

憎悪(事例 1).脅威・支配(事例 2)の象徴として受

けとめていた児童が，年少の女児の親和的接触をきっか

けとして事件をひき起している己とである。

わが国においてば，成人，脊少年における ζの種の殺

人事例について十分に考察されたものは少ないが，事例

としては比較的多くみられるものである。そ自発生防止

のため1"もここ 1"指摘した傾向なども含めて，さら1"考

察を加える必要があると考える。

3 不満のはけ口を求めた行きずりの人に対する殺害

事例

未知の人を対象にして，自己の何らかの欲求不満，抑

圧感情の発散を目的として殺害しようとする行為は，己

れもまた殺人事例にみられるひとつの典型例のように恩

われる。

今回の事例研究では，乙れに該当する事例は4例であ

ったが，とのうち2例を事例研究の対象とする乙とがで

きた。事例 1(母ι対する悪感情由はけ口に行きずり白

老婦人を殺害しようとした13歳男児の事例)は，両親簡

の不和，離婚，母への反感等から非行性が高まり，衝動

的行為の抑制を欠く傾向をもっ本児が，見知らぬ老婦人

を殺害しようとしたものである。教護院退所後の本児の

予後はとくに問題はないと考えられている。

事伊U2 (家族IL対する悪感情のはけ口に行きずりの児

童を殺害しようとした12歳男児の事例)は，両親J羽目不

和，父への不信，本児の継母や義妹への敵意，憎悪などう

っ積した悪感情を，見知らぬ女児2名を殺害しようとす

る行為で発散させようとしたものであ盈。本児は教議院

の退所を間近かにして初めて自分自犯した仔為を反省す

る1"至ったが机家庭は崩癒し，祖父にあずけられる乙と

となった。

欲求不満や悪感情のはけ口を求めて，見知らぬ人を殺

害しようとする行為がひき起こされている背景と ιて共

通にみられるものは.時には家族崩坊にまで至る家族内

白人隠関係にみられる不和や，家族閣題の重積化カヰ宇在

していたことである。 ζのため父，母のいずれにも親和

的な関係や自我形成上の積極的な取り入れがなされてい

るととがなかった。そしてとのζととも関連して，成長

過程ILおいて，他白仲間や成人との続和的な関係も形成

されず，常1"孤立感や他者との隔絶感をおぼえながら，

社会的適応に苦しんでいる姿が浮き彫りにされている。

このような事例は，成人や少年のみならず，自我形成

の途?と入ろうとする12.13歳由時期にも既に生じている

ととは，心理学的のみならず，社会学的にまた児童福祉

由観点からも十分考慮しなければならないことである。

4. 女児による殺人事例

わが国における女子少年及び女性による殺人の割合は，

検挙人員数でみた場合，全体の20$哲前後となっているが，

女性による殺人には，嬰児殺.~事属殺など肉親を対象と

したものが多い。乙のほか，怨II!.復讐による肉親以外
(2) 

の者IL対する殺人も比較的よくみられる 。

年少田女児1"よる殺人は，過去15年間の統計をみると

全体白25%であり，絶対数は少ないものの一般女性由そ

れよりも高い割合でみられる。赤塚らによって報告され

ている年少女児による殺人白事例(昭和23'年~昭和57年)

を検討しても，男児に占める割合は，一般女性のそれよ

りも高いζ とを予想させる。また，そ白内容として，同

じように肉親に対する殺人や，怨恨，復讐による殺人が

多いことが示されている(3)。
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今回の事例研究では，女児による殺人の事例はわずか

2例であった。 ζ白数少ない事例のひとつは，親族であ

る叔父を殺害したものであり，他Dひとつは，近隣の乳

児を殺害したものである。

事例 1(叔父白暴力から家族をかばおうとして，叔父

を殺害した13歳女児の事例)は. 1の肉親IL対する殺害

殺人未遂事例にみられた tyrannicideときわめて類似し

た事例である。本事例においても. Lの事件の背景，本

児の殺容へ白動機は，他者からみても明瞭であり，強い

同憎の声があがり.嘆願書も提出された。また，予後も

問題はないと考えられてはいるが，本児の自我発達の未

熟さや，家族の不安定性は，今後も福祉的配慮が高要で

あろうと思わせるものがある。

いずれにしても.13歳の女児が，親きょうだいの教唆

や共同によるもりではなく.みずから単独でζのような

行為に向かう ζとがあり得るζ とを，と白事例は教えて

いる。

事例2(抑圧された感情に起因して乳児を殺害した 9

歳女児の事例〉は，母から真に受容されるζとなく育っ

てきた小学生白女児が，生後2カ月の無垢な乳児1"対し

て，そ由抑圧された感情を，愛・憎の両価値的 (ambi・

valent)行為を通じて発散させた結果，その子を死に至

らしめた事例である。本児由行為白背景には，母性の感
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受性の乏じい母親に対する愛情獲得の心理機制が働いて

いたと恩わせるものがある。今回の事例臨床研究でみて

きた事例の殆とにおいで，児童の親に何らかの父性・母

性の欠如 (privation)があり，それが事件と分かちが

たい関係があるように恩われたが，本事例では，表層的

には母一子関係が存在していながら，深層的にはそれが

確立されておらず，またその後Kおいても，その商での

線本的な改善が不可能なままに経過した。

5 総合的考察

(1)事例性及び行為自特殊性11:ヨいて

今回の研究は， ζれまでの事例集積ァ分析研究の結果

ある程度明らかにされた年少児による殺入，殺人未遂，

傷害致死の事例の全般的な傾向をふまえ，個々に臨床的

により深く考察を試みたものである。 J各々也事例が特有

のヒストリーと特有白臨床性をもち，加害児，被害者及

びそれら白人をめぐるさまざまな人々のダイナミックス

白深遣さ，並びにそれぞれのもつ深刻さは筆舌に尽しが

たいものである。

個々の事例性，(Caseness )、がそれ自体重要な意味を

もっており，その個別性，独自性は研究上最も尊重され

ると己ろであった。

さらι，これらをやや帰納化l，伊少児の殺人にみら

れる特有の事例性は何かをみていくと，それはいわゆる

非行のみられる年少児のものとも異なっていると恩わせ

るものであった。つまり，臨床事例研究を深めてい《と，

非行性を背景とした事例も散見はされたが，むしろ後述

するような，環境的要因と個々の児童の自我形成上の障

碍の過程で，予測しj縫い状況で突知生起した事例が多い。

即ち次第に非行性が高次化していく過程で生起していく

行為とは質的11:異なるもののように思われ，行為がなさ

れた直接因がそれ自体しばしば普遍的にとのような殺害

行為にば結びつかないと思われる特殊なものであった。

ζれらの特殊性はどのように位置つけられるのかにつ

いτ，以下にふれてみたい。

(2) 年少児にお砂る殺害行為の動機，とくに殺意にヲ

いて

一般11:殺人の発生率は，成人において最も高<，次い

で14歳以上の少年， 14歳未満白児童の順となっており，

人日10.万人K対する発生率でみると，成人の 2.0.前後に

対l，14歳未満児童は0..0.5前後と約40.分の1にすぎな

いlsL

仇，14，歳未満の児奮とりわ砂学童期における殺人はきわめ

て稀少であり，それ故に土述したようKその事例性，、特

殊性体臨床上重要なものとなる。
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人を殺害する行為は，攻繋行動のー典型であるわけで

あるが，攻撃行動の基盤をなしているものは，自己の存

在が脅かされる状況にあって，とくに人間阻おいては自

己主張あるいは自己表足感などに不全をきたしている状

況を克服しようとする動機ワけである。そ句攻撃性の表

出と Lて殺害行為がなされるには，きわめr強度目リス
'6) ク.，7，ーキン孔の意図が必要である。そ白日スク・ 'T

-キング11:至る心理犠制由要件を考えていくと，年少児

童による殺害行為が，特有の，特徴ある行為であり，続

少なものであるζ との原因を理解するいと fち恒なるよ

うに思われる。

まず第1の要件は，いわゆる殺意の存在である。 λ聞

においτは，生・死とし7う特別な状態を理解できる年齢

は，通常10歳以降であると考孟られる ζ 主が多いJ7)。殺

意は，他者をその死の状態に至らしめることを意図じ，

あるいは目的とするζとであるが，その前提とLて，死

という特別の状態を理解していることが条件となる。

今回対象となった10.例目うち，多少とも殺害しようと

する意図由みられた事例は8例であり，残る 1例(1-

(3))は，結果的に死11::1eらしめた行為であると考えられ，

I例 (1"，(4))は;'詳細保明であり，年齢的には殺害の

意図自体が疑問に恩われるものであったt

8例のうち;~ j例 (4一六(2))は，殺害の意図そのもの

は不明ではあるが，行為号れ自体客観的ι見で明らかに，

被害児が全く異常な状態11:なる ζとを予期できる私自で

あった。残る1例は"殺害の意図が明らかでありたり，、

結果的には被害者が死の状態に至るζとを十分(1:予測で

きる心理状態にあ勺た。今回対象とするEとの出来なか

った事例の中にも，殺害を意図していたと思われる児童

は， 11歳及び10歳由児章にもみられた。 ユ
、ζのようにみτくると10歳以上の児童においてp 殺意

が存在する乙とがあD得る占考えられるが，今後ζの面

での研究が望まれるとζるである。

第2O要件は，攻撃行動への動機づけの強さである。

そ寸U丸はげしい苦痛，危機意識，あるいは人間性や自

尊の事l奪，、屈辱や強い欲求不満など，自己の生存や自我

が脅威にさらされている状況に対する受けとめ方的?っ

てよい。
、~， j: 

攻撃行動は，、生理学的，情動的な攻撃と，道具的，ー操
( 8) 

作的攻撃に大別されるが ，年少児の殺人等にみら為る

事例は前者によるも由と考えられるもりが安心:成人少

場合には，双れによっても動機づけられる様相と併烹羊

異にする背索がみられる。

年少児の場合には，自旦をとりまく状況の認犠J;'r.n!.c:、
理的機制のみならず，身体的また体力的側面から事"乙
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のような攻撃行動へ白動機づけカ温度IC高まる機会は必

ずしも多くはない。

第3の要件は，そ由行為ICよって速成される目的への

確信である。それは，その行為が達成されるととによっ

て，あるいはそれが達成されないζとによってもたらさ

れる充足・安定一不充足・不安・恐れ，快・歓喜一一不

快・絶望，賞讃・奨励 非難，関等々の結果へ由予測

に左右される中での行為への確信の度合いであるといえ

る。

年少児の事例においては，第2<1.>要件の蓄積の中で，

事態を克服するための第3の要件にかかわる望ましい目

棋や手段を考慮することなし衝動的Ic，また自我未成

熟で自己完結的な人格特性から，浅慮的な確信をもって

行為に走る例が多くみられる。

また，児童におげる殺害行為への生物学的抑制，社会

的抑制についてもさらに検討しなければならない点があ

るように恩われる。

以上の3要件が相互に深くかかわりあう中で，年少児

において，とりわけ12歳以上の児童においては，殺害行

為カ巧?なわれる可能性は十分に存在するζとが示唆され

るが，とのうち第2白要件は，比較的児童の家族環境が，

また第3の要件は，比較的児童の人格特性がその背景と

して重要な要因となっているように恩われる。

(3) 事件の背景にみられる家族問題

前回の報告で指摘した重要な要因として，家族内人間

関係の問題があった。とくに両親聞の不和，親の無力，

放任，児章に対する無視，冷酷，拒否が背景IC存在する

ζとが注目された。今回の臨床事例研究をすすめること

によって，家族内人間関係自問題が，児童の自己充実感

の経験を乏しくさせ，それが児童の自我確立，人間関係

への適応にマイナスの影容を及ぼしている例が非常に多

い乙とがあらためて理解できたよう IC思われる。

既述したように，父親の不在，父親の無力・放任，父

親の極度の冷厳さなどの父性の欠如(paternal priva-

tion)が，また乳幼児期における母親による養育経験の

欠乏，母親の冷酷，無視，放任などの母性の欠如 (ma-

temal. privation)が，乳幼児期，学童期を通じて，児

童の望ましい同一化，モデリングを妨げたり，当の父親

母親へ白悪感情，憎悪をつのらさる過程をたどらせてき

ている。 ζれらの背景と事件とが分かちがたい関係にあ

る乙とは，各々の事例をより深く検討するととによって

明らかになった。

このような親性の欠如 (Parentalprivation)は，一

般的に非行のみられる児童についても多少とも共通にみ

られる乙とであるが.とくに思春期とよばれる時期にむ

かう男児が，そ白父親像，母親像の形成とともに，自我

確立の途上で苦悩する心理の深層と， ζれら男児の事件

とのかかわりの深さは，注目しなければならない。

(4) 事件の背景にみられる児建の人格特性

さらに，臨床事例研究を通じて注目されたととは，児

童白非社会的人格特性である。前回の報告において，精

神医学的に何らか自著見のみられる児童は少ないが，し

かし心理学的にみた適応性や性状からみると，自我の未

成熟，自我統制力の弱さ，欲求不満や劣等感情の強さ，

さらに社会性の問題などが比較的多く指繍されるという

結果が示された。今回対象となった事例を臨床的に考察

していくと，上述のような親性(父性・母性〉の欠知の

問題を背景として，個々の児童白人格，行動面における

ひとつの特徴に注目せざるを得なかった。それは人間関

係にみられる孤立，孤独の側面が強く示されているこ

とである。社会性の稀噂さ，社会適応，学校適応上白問

題，現実遊離，現実逃避などの傾向が多くの事例IC共通

してみられた。たとえ現実の規範を逸脱したり，特殊の

共感や目的指向を持つものであっても，児童は何らかの

仲間集団や人周関係を求め，そとに帰属する己と ICよっ

て，自己充足感を得るととができまた.それによって自

我形成，人間関係への適応を強化，促進させていく ζ と

が可能でもある。いわゆる非行児集団もそ由ひとつであ

ると考えてよい。しかし，殺害行為に至ったこれら児童

には，そ白傾向のみられる児童もきわめて少なく，また

高次田非行性がみられた児童の場合にも，非社会的指向

が強く己目ような点でいわゆる非行性をもっ児童の行為

とは.やや異なる印象をもたらしている。

さらに，今日のわが国における文化的特徴として指摘

されている，母子関係を主軸とする甘え，依存の構造か

ら生ずる攻撃行動の問題とも印象を異iとするものがある。

己のような，社会性にみられる孤立という特徴は，さ

らに多くの臨床事例研究をすすめなければ，必ずしも明

確に指摘できるものではないと考えられるが，過去にお

いて重視されてきた，児童の精神・神経的，器質的な負

凶9)とともにより心理的な負因とく IC社会性及び主体

性の確立の困難さ由背景についても十分に検討する必要

がある乙とは明らかになったように恩われる。

(5) 発生め予防

以上のとおり，種々検討を加えた中で，年少児による

殺害行為〈殺人，殺人未遂，傷害致死)，とくに殺人，

殺人未遂は，他の非行と比較してその発生はきわめて少

数であり，個々の事例性，特殊性が重視されると述べた。

しかし，そのζ とは，それらの事件を未然に防止する乙

とは不可能であるζとを示すわけではない。上述したよ
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うに，父性・母性の欠如や.児童白社会性の問題は，児

童を結果的に殺害にまで至らせた遠因として，きわめて

強い関連性をもっている。乳幼児期に遡及する乙とは不

可能であっても，現在の児童の生活白中で，何らかの自

己充足感，自尊の感情を経験することのできる受容され

た環境を配慮することは，その第ーの要件ではないであ

ろうか。健全育成という児童福祉由基本的理念にあらた

めて思いを至し，それを実践するζとの重要性を痛感す

る。

今回の臨床事例研究をすすめるにあたって，関係児童

相談所をはじめ多数白方々のζ厚宣，ご尽力をいただき，

困難な研究を前進させることができました。本研究の特

殊性を考慮して，己 ζIC具体的に機関名，ど氏名を掲載

する ζ とはできませんが，深く感謝の意を表します。
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